
添付１ 

 

業務仕様書 

 

１ 業務内容 

 ⑴ 公用車の運行計画の企画及び立案 

 ⑵ 公用車の運転及びこれに付帯する業務 

 ⑶ 公用車の日常点検整備 

 ⑷ 燃料等の給油 

 ⑸ タイヤの保管管理 

 ⑹ 消耗品の購入及び保管管理 

 ⑺ 備品の保管管理 

 ⑻ 事故の際の処理及び補償に関する事項 

 ⑼ その他前各号に付帯する事項 

 

２ 公用車 

  １台 

  車 種：トヨタ センチュリー 

  年 式：平成 30 年８月 

  排気量：4.96L 

  型 式：DAA-UWG60 

 

３ 運行管理責任者及び車両管理者の要件・体制等 

 ⑴ 受託者は１に定める業務を行うため、運行管理責任者及び車両管理者を

定め、あらかじめ県に書面により通知する。 

 ⑵ 車両管理者は、知事及び副知事等幹部の送迎を担う公用車の運転手とし

て相応しい服装・態度等を心掛けるとともに、次の要件を満たす者とする。 

  ア 国若しくは地方公共団体の幹部用公用車又は独立行政法人若しくは公

社、公団、民間企業の役員用自動車の運転手を複数年以上勤めた経験を有

し、安全で円滑かつ快適に移動するための運転技術を有する者であるこ

と。 

  イ 特別区内における運転業務従事歴を複数年以上有し、都内の道路状況

を熟知している者であること。 

  ウ 国会、議員会館、省庁その他の主要施設等への入出庫、待機、これらの

施設間の迅速な移動に係る豊富な知識及び経験を有する者であること。 

  エ 道路・交通状況を鑑みた上で、目的地までの最適な経路と所要時間を提

案でき、運行現場の状況にも的確かつ柔軟に対応し、予定時間どおり到着

できる能力を有する者であること。 

  オ 早朝、深夜及び休日に勤務可能で健康状態に問題のない者であること。 

  カ 契約日から過去５年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大

な交通違反歴がない者であること。 

 ⑶ 運行管理責任者は、車両管理者に指示、指揮監督を行うとともに、県との

業務に関する連絡、調整等の任にあたる。 

  



 

 

 ⑷ 受託者は、車両管理者１名を専従させ、車両管理者は、運行管理責任者の

指示、指揮命令に基づき業務を行う。 

 ⑸ 受託者は、車両管理者をやむを得ない理由により交代する場合は、事前に

県と協議し、県の許可を得た上で当該車両管理者と同等以上の能力を有す

る車両管理者を選任し、業務を行わせるものとする。 

 ⑹ 受託者は、車両管理者が業務を行うことができない場合には、あらかじめ

県の許可を得た上で当該車両管理者と同等以上の能力を有する代務車両管

理者に運行管理業務を行わせるものとする。 

 

４ 運行管理業務日 

 ⑴ 県の指定する日で、月 12 日とし、年 144 日とする。なお、県は、原則１

か月分の指定日を前月末日までに受託者に通知するが、随時変更できるも

のとする。 

 ⑵ 業務の都合上必要があると認めた場合は、４⑴を超えた日数の業務を行

わせることができるものとし、その際、県は別に定める運行管理業務日外委

託料を支払う。 

 

５ 運行管理業務時間 

 ⑴ 原則として午前８時 45 分から午後５時 45 分までとする。 

 ⑵ 業務の都合上必要があると認めた場合は、５⑴を超えた時間の業務を行

わせることができるものとし、その際、県は別に定める運行管理業務時間外

委託料を支払う。なお、公共交通機関運行時間外の車両管理者の移動に要し

た経費等については、運行管理業務時間外委託料に含むものとする。 

 

６ 宿泊料 

  業務を実施するにあたり車両管理者の宿泊を伴う場合は、別途協議の上、宿

泊料を支払う。 

 

７ 月間契約走行距離 

  月 1,000ｋｍ以上走行した場合は、県は別に定める超過走行料を支払う。 

 

８ 公用車の管理・保管方法等 

 ⑴ 車両管理者は、善良なる管理者の注意をもって公用車の管理、保管を行

い、委託業務以外の目的に使用してはならない。 

 ⑵ 車両管理者は、常に公用車の清潔を保ち、適正な注油、簡易な修理等を

自ら行い点検整備に努めなければならない。 

 ⑶ 運行管理責任者は、前項の管理が適切に行われるよう、毎月１回以上、

公用車の現状を確認するものとする。 

 ⑷ 車両管理者は、公用車が故障し、救援を必要とする場合には、速やかに

その旨を県及び運行管理責任者に報告し、指示を受けなければならない。 

 ⑸ 車両管理者は、運行の途中公用車から離れる場合には、盗難及び損傷の

防止のための措置を講じなければならない。  



 

 

 ⑹ 車両管理者は、公用車を滅失又は損傷した場合には、直ちに最寄りの警

察署又は派出所に届け出るほか、速やかにその旨を県及び運行管理責任者

に報告し、指示を受けなければならない。 

 

９ 経費の負担 

 ⑴ 次に定める費用は県の負担とする。ただし、アに定める事項については、

緊急やむを得ない場合には県の申し出により、受託者は立て替えるものと

する。立て替えた実費費用は、受託者の請求に基づき、県は速やかに支払う

ものとする。 

  ア 有料道路通行料、有料駐車場使用料等 

  イ 燃料費、油脂費 

  ウ 法定検査費用、車両整備修理費等 

 ⑵ 清掃等に係る消耗品費等は受託者の負担とする。 

 

10 保険契約及び損害賠償 

 ⑴ 受託者は、受託者を契約者とした次に定める公用車に係る自動車保険契

約を締結するものとする。 

車両保険 平成 30 年式トヨタセンチュリー（型式 DAA-UWG60）

に適用される車両保険額 

対人賠償保険 無制限 

対物賠償保険 無制限 

搭乗者傷害保険 １名あたり 500 万円以上 

 ⑵ 受託者は、業務に係る事故について、その損害に対する賠償責任を負い、

かつこれに伴う一切の費用を負担する。 

 

11 業務の報告 

  受託者は、公用車の運転日ごとに、運転時間、通行経路、走行距離及び給油

量等を記載した報告書を作成し、当該業務終了後、提出するものとする。 

 

12 その他 

 ⑴ 契約期間中に車両が変更となった場合、若しくは車両の故障等により一

時的に代替車両を使用する場合、県と受託者は対応を協議するものとす

る。 

 ⑵ この業務仕様書に定めがない事項については、県と受託者が協議の上、

定めるものとする。 

 ⑶ この業務仕様書は企画提案時の内容であり、受託候補者とは、内容を協

議の上、契約を締結するものとする。また、契約内容等についても同様

に、協議の中で企画提案書等の内容から変更・修正する場合がある。 


